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Ⅰ 第３１回

公会計監査機関意見交換会議の概要
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開 催 の 趣 旨
公会計監査に関与する機関の関係者が一堂に会して、公会計監査の現状、効果的な監査活動

の在り方等について公開討議を行ったり、意見交換を行ったりすることにより、監査機関相互

の連携を強化し、検査・監査・評価活動の一層の充実に資することを目的として意見交換会議

を開催するものです。

プ ロ グ ラ ム

構 成 時 間 内 容

主 催 者 挨 拶 13:00～13:05 会計検査院長

｢エビデンスを重視した政策立案が目指すも
基 調 講 演 13:05～13:55 のは何か｣

講演者：大橋 弘
（東京大学公共政策大学院副院長、大学院経済学研究科

教授）

パネルディスカッション
プレゼンテーション 14:00～14:55 ｢データの利活用による検査・監査・評価の
休 憩 14:55～15:15 改善｣
討 議 15:15～16:00

パネルディスカッションの概要

データの利活用による検査・監査・評価の改善

近年、ビッグデータの利活用を始めとして、社会におけるデータの利活用への

関心は高まっており、平成28年には官民データ活用推進基本法（平成28年法律第1

03号）が施行され、官民データの適正かつ効果的な活用の推進が図られるなどし

ている。

国の取組を見ると、政府全体でEBPM（証拠に基づく政策立案）が推進されてお

り、統計等のデータを基に政策の企画立案過程を変革する取組が開始されてい

る。また、地方公共団体では、統一的な基準により整備した地方公会計に係る財

務書類等の活用方策の検討が進められ、独立行政法人においても、財務報告のよ

り一層の活用に向けた取組が進められている。

このように、各分野でデータを基にした業務の改善が図られている中、検査・

監査・評価の分野においてもデータを有効活用して、その内容の改善を図るとと

もに、検査・監査・評価対象の事業の改善に結びつけていく必要がある。

そこで、公会計の検査・監査・評価に携わる各機関が、データをどのように検

査等の現場で利活用しているか、また今後どのように利活用すべきかなどの点に

ついて議論する。

（パネリスト）

砂山 裕 （総務省行政評価局 行政相談企画課長）

野上 智行 （国立大学法人等監事協議会会長、広島大学監事）

山下 二郎 （大阪市行政委員会 事務局長）

結城 秀彦 （日本公認会計士協会 常務理事(監査・保証及びIT担当））

篠原 栄作 （会計検査院 事務総長官房 総括審議官）

（司 会）

川邉 桂太 （会計検査院 事務総長官房 能力開発官付公会計監査連携室長）
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Ⅱ 基 調 講 演
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【基調講演者】

おお はし ひろし

大橋 弘
(東京大学公共政策大学院副院長、
東京大学大学院経済学研究科教授)

経 歴

平成１２年 ノースウェスタン大学経済学博士取得

ブリティッシュ・コロンビア大学 経営･商学部助教授

１５年 東京大学大学院経済学研究科 助教授

１９年 同 准教授

２４年 同 教授

３０年 東京大学公共政策大学院 副院長 教授

現在に至る

これまで、EBPM推進委員会有識者委員、教育再生実行会議有識者
委員、革新的事業活動評価委員会委員などを歴任。

主な著書等として
『プロダクト・イノベーションの経済分析』

(東京大学出版会、2014年)
『経済学は何をすべきか』(共著、日本経済新聞社、2014年)
『モバイル産業論』(共著、東京大学出版会、2010年) 他

賞与等
円城寺次郎賞(日本経済研究センター、2012年)
石川賞(日本経済学会、2014年)受賞 他
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「エビデンスを重視した政策立案が

目指すものは何か」

東京大学公共政策大学院副院長

大橋 弘

1

1 EBPMが今次において議論される背景

2 EBPMにおいて求められる観点

3 EBPMの今後

2
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1 EBPMが今次において議論される背景

・わが国では政策評価がある中、更にEBPMが議論されるように
なった背景

・改めてEBPM が求められている理由
（社会的・政治的・国際動向等の観点から）

3

2 EBPMにおいて求められる観点

・政策立案における人材育成の必要性

・そのような人材が民間に果たす役割と教育現場の視点

4
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3 EBPMの今後

5
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Ⅲ パネルディスカッション
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データの利活用による検査・監査・評価の改善

(ページ)

（パネリスト）

砂山 裕 総務省行政評価局 行政相談企画課長････････････････１５

野上 智行 国立大学法人等監事協議会会長、広島大学監事 ･･････ ２７

山下 二郎 大阪市行政委員会 事務局長････････････････････････３５

結城 秀彦 日本公認会計士協会 常務理事(監査・保証及びIT担当)４３

篠原 栄作 会計検査院 事務総長官房 総括審議官･･･････････････４９

（司 会）

川邉 桂太 会計検査院 事務総長官房 能力開発官付

公会計監査連携室長･･･････････････････････････････６３
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【パネリスト】

すな やま ゆたか

砂山 裕
(総務省行政評価局 行政相談企画課長)

経 歴
平成 ４年 ３月 早稲田大学法学部 卒業

４年 ４月 総理府・総務庁採用
９年 ７月 米国留学

(ハーバード大学ケネディ・スクール)
１１年 ７月 総務庁行政監察局副監察官

併任 企画調整課(政策評価等推進準備室)
１３年 １月 総務省行政評価局評価監視調査官(政策評

価官室・政策評価制度法制化担当室)
１４年 ７月 同 総務課課長補佐
１５年 ７月 財務省主計局調査課課長補佐
１６年 ７月 同 主計官補佐(文部科学第五係

主査)
１７年 ８月 総務省行政評価局総括評価監視官(独立行

政法人評価担当)
１９年 ７月 同 官房秘書課課長補佐
２０年 ７月 同 人事・恩給局総務課企画官
２１年 ９月 内閣府国務大臣秘書官事務取扱(行政刷新、

国家公務員制度改革、国家戦略等担当)
２３年 ９月 総務省行政評価局評価監視官(国土交通等

担当)
２４年 ７月 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部

参事官
２７年 ８月 内閣官房内閣人事局参事官(内閣官房・内

閣府・総務省・財務省・金融庁等担当)
２９年 ７月 総務省行政評価局評価監視官(総務・環境

・行政運営効率化等担当)
３０年 ７月 同 政策評価課長

令和 元年 ７月 同 行政相談企画課長

現在に至る
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Ministry of Internal Affairs and Communications

Administrative Evaluation Bureau

総務省におけるEBPMの取組

第31回公会計監査機関意見交換会議
「データの利活用による検査・監査・評価の改善」

令和元年8月23日（金）
砂山 裕（総務省行政評価局）

2

Ⅰ．EBPMに関する実証的
共同研究
※ EBPM: Evidence-Based Policy Making

（エビデンスに基づく政策立案）

主な内容

EBPMの概念

EBPMの実証的共同
研究
 IoTサービス創出

支援事業
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3

Ⅰ-１．EBPMの概念と総務省の取組

◎エビデンスの概念

 政府における明確な定義は存在
せず。

 「政策手段と政策効果の因果関
係に関する客観的合理的根
拠」？

 研究者の間でも諸説あり。

◎方法論

 行政学、経済学など研究者の間
でもスタンスに差異あり。

 政府の取組においては、方法論
として、①ロジック・モデルの作成
と②政策効果に関する因果関係
の検証（因果推論など）に焦点が
当たっている。

 各府省と実証的
な共同研究を実
施、結果（※）を公
表（具体的な実
例の発信）

 「ＥＢＰＭに関する有
識者との意見交換会
報告（議論の整理と
課題等）」（※）を取りま
とめ、公表（考え方の
整理）

◎総務省行政評価局の取組

政策評価制度の制度官庁の立場から
ＥＢＰＭを推進

※ 意⾒交換会報告：http://www.soumu.go.jp/main_content/000579366.pdf
実証的共同研究：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyoka01_02000031.html

4

Ⅰ-２．ＥＢＰＭ実証的共同研究のテーマ

テーマ名 関係府省 研究の目的

女性活躍推進
施策

内閣府、
厚生
労働省

企業の女性管理職比率等の「見える化」により女性管理職比率
等が伸びているかを把握。
複数の公的統計の連結や企業アンケートにより、個票データを
活用した統計的因果推論の手法を用いて因果関係を分析。

IoTサービス
創出支援事業

総務省

 IoTサービスを創出し、地域の課題解決を目指すモデル事業
（委託費により実施）の効果を把握。
ロジックモデルを活用し、各委託事業のニーズ、運営・実施状
況、アウトプットやアウトカムなどについて体系的に分析。

競争政策
広報

公正
取引
委員会

セミナー・説明会等の広報形態の違いや参加者の人数・属性等
の違いにより参加者の理解度や行動に差が生じるかを把握。

RCTや多変量解析等により、どのような要素によってセミナー
等の効果に違いが生じるかを分析。

訪日インバウン
ド施策

国土交通省、
内閣官房
まち・ひと・
しごと創生
本部事務局

観光地域作りを担う法人（DMO）が行っている観光情報の発信
手段等の違いが訪日外国人の数にどのように影響するかを把
握。

携帯端末の基地局情報（ローミングデータ）等のビッグデータの
活用により政策効果を分析。

テーマ一覧（平成30年度）

※ IoT = Internet of Things: モノのインターネット
RCT = Randomized Controlled Trial: ランダム化比較試験

DMO = Destination Management
Organization
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5

ロジックモデルの作成 【４テーマ共通】
政策効果の発現メカニズムを構造化・視覚化 → 分析の目的・枠組み・重点ポイント等を明確化

IoTサービス創出支援事業

分析目的

個別モデル事業の政策効果
を把握するとともに、事業の継
続性や他地域への展開可能
性について検証

結果の活用

次年度以降の新規事業にお
ける縦展開・横展開等の判断
材料として活用

分析手法

個別事業のニーズ、デザイン、
プロセス、政策効果等につい
て体系的に分析。
事業の特性に応じた手法を用
いて、各コンソーシアムが政
策効果の把握を実施。

定
性
的
分
析

マ
ッ
チ
ン
グ
推

定
＋
Ｄ
Ｉ
Ｄ

Ｒ
Ｃ
Ｔ

…

女性活躍推進

分析目的

企業の女性管理職比率等の
公表義務付けの効果（女性管
理職比率等に与える影響）を
把握

結果の活用

労働政策審議会での審議や、
中小企業への情報公表の後
押しとして活用

分析手法

企業アンケート及び既存の公
的統計により、過去に遡って
施策の実施前後の状況の
データを収集し、以下の手法
で分析。
• ＲＤ（回帰不連続デザイン）
• DID（差の差分析）
• 回帰分析

競争政策広報

分析目的

広報手段の違いやその実施
方法の違いによる広報効果の
違いを検証

結果の活用

広報手段やその効果的な実
施方法の選択に当たり、判断
材料として活用

分析手法

実際に広報事業を実施して
データを取得し、以下の手法
で分析。
• ＲＣＴ（ランダム化比較試

験）
• 回帰分析

訪日インバウンド

分析目的

地域観光づくりを担うDMOに
よる取組の効果（訪日外国人
観光客の集客に与える影響
等）を把握

結果の活用

各DMOの取組を推進する方
策を検討する上で有益な材料
として活用

分析手法

民間事業者が保有するビッグ
データを活用し、コンテンツ発
信施策等による滞在人数・滞
在時間、購買額、SNSへの投
稿の変化を以下の手法で分
析。
・事前事後分析

Ⅰ-３．実証的共同研究の分析の全体像

6

IoTサービス創出支援事業
とその分析

概要：

地方公共団体、民間企業、大学、
NPO法人等から成る地域の主体が、

生活に身近な分野において、地域の
課題解決に資するIoTサービスの実

証を通じて、そのリファレンス（参照）
モデルを創出・展開するとともに、必
要なルールの明確化を行う事業。

【対象分野】 ①医療・福祉、②農林水産
業、③防災、 ④ 都市・家庭、⑤シェアリン

グエコノミー・地域ビジネス、⑥教育、⑦
放送・コンテンツ分野

【提案主体】 地域の課題解決に取り組む、
地方公共団体、民間企業、大学、NPO法
人等からなるコンソーシアム

【政策手段】 事業委託（上限5,000万円）

IoTサービス創出支援事業

検証内容

個
別
モ
デ
ル
事
業
の
検
証

事業のニーズ

事業のデザイン

事業運用とサービス提供（プロ
セス）

事業の効果（アウトカム）

事業に要する費用

事業継続（タテ展開）の可能性

事業展開（ヨコ展開）の可能性

その他

ロジックモデルを活用して事業の構
造を整理した上で、３４件ある個別モ
デル事業に関して、以下の諸点につ
いて体系的に分析・検証

Ⅰ-４．IoTサービス創出支援事業 (1)
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Input Output

委託費予算

地域ブランド創出

認知症対応型
IoTサービス

・
・
・

 先行的参照モデ
ル構築

 必要なルールの
明確化

委託事業各々
が補助を受け
ている「入れ子
構造」

＜分析①＞
個別の委託事業の成否
個別の委託事業の成功
要因／失敗要因 ＜分析②＞

IoTサービス創出支援事業
が、事業の目的である、リ
ファレンスモデルの創出・
展開に寄与しているか

IoTサービス創出支援
事業のロジック

Activity

モデル事業に
対する委託費
支給

モデル事業の実施
（計34事業 H29現在）

スマート漁業

Outcome
& Impact

第４次産業
革命

タ
テ
展
開
・
ヨ
コ
展
開

IoTサービス創出支援事業のロジック・モデル

Input

自己資金
＋

委託費

Activity

介護施設
への生体
情報モニ
ター導入

Output

生体デー
タ・ケア記
録等に基
づく対処

Outcome

認知症行動

・心理症状
（BPSD）の発
症件数減少 ここが

急所！
＝政策効果
の把握

Ⅰ-５．IoTサービス創出支援事業 (2)

8

個別事業の効果の把握①

介護施設に入所する認知症患者に
ついて、IoTサービスを適用するA群
（介入群）と適用しないB群（対照群）
の２つのグループにランダムに振り分
け、IoT・AIによるBPSD（認知症行動・
心理症状）予防への効果を検証。

アウトプット（産出物）

データの解析・
照合に基づく最
適対処方法の
提示と実践

アウトカム（政策効果）

認知症行動・心理症状
（BPSD）について
 発症件数の減少
 発症予防率の向上

生体データ・ケ
ア記録の随時
収集

認知症患者の
行動・心理症状
改善

介護者の負担軽減
【地域課題の解決】

74.49

34.44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ａ群（介入群） Ｂ群（対照群）

発症したBPSDが４ヶ月以内に

消失した件数の割合

症状消失割合が約
40ポイント大きい

※ただし、介護者のスキルや経験による
偏りが生じている可能性があり、A群とB
群の結果の差がIoTサービスの効果の
みによるものかを見極めるためにはより
厳密な検証が必要。

(%)

事業１：認知症対応型IoTサービス（H29）

(p<0.05)

Ⅰ-６．IoTサービス創出支援事業 (3)
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事業の１年以上継続者（介入群）に対し
て、年齢・性別・合計医療費をマッチさせ
た対照群を抽出し、事業実施前（H25）と
事業実施後（H27）の総医療費増加額を比
較、医療費抑制効果を推計。

アウトプット（産出物）

健康づくりの努力と
成果をポイント化し、
現金のように使える
サービスの提供

アウトカム（政策効果）

健康づくりサービスに
より、

 参加者の健康増進
 医療費の抑制
 地域経済への波及

健診データと
IoT機器から得
られる活動量
データ等の統合

安定的に自立
したサービスの
継続

自治体における健
康寿命の増進
【地域課題の解決】

※介入群は1,680人、対照群は4,992人（いずれも
平均65.5歳）を対象。今回の標本規模では少数
の高額医療費の者の影響を大きく受けるため、
総医療費が上位１％となる者を除外。

※前後１年の比較では全体での総医療費の差は
有意といえないが、70～74歳に関しては年間9.8
万円の有意な差（p<0.1）が存在。

事業２：インセンティブ付きIoT健康サービスの有料化挑戦事業（H27）

22.8

34.1

23.1

29.4

20

25

30

35

H25 H27

事業実施前後の

１人当たり平均総医療費（万円／年）

介入群 対照群

（年）

11.3万円

6.3万円

事業により
年間5.0万円

が抑制

個別事業の効果の把握②Ⅰ-７．IoTサービス創出支援事業 (4)

10

アクティビティ／アウトプット

訪日インバウンド向け広報の実施（イベント
のテレビCM、DMOのウェブサイト、SNS等）

アウトカム（政策効果）

イベントウェブサイト、観
光HPへのアクセス増加

長崎・伊王島での体験型ナイトウォーク
の実施

夜間観光客の
増加（Wi‐Fiアク

セスポイントの
ログデータ）

 宿泊者数の増加

 観光客の満足度の
向上（SNSデータ）

 購買額の増加（購
買データ）

訪日インバウンド施策（長崎国際観光コンベンション協会による広報）

訪日インバウンド施策の
分析からの示唆Ⅰ-８．ビッグデータの活用について

民間企業が保有する以下のようなビッグ
データを活用し、広報やイベントの前後比
較により政策効果の把握を試行。
 Wi‐Fiアクセスポイントのログデータ
 クレジットカードの購買データ
 SNSデータ

元来、政策効果の分析用に蓄積されたデータ
ではなく、活用上の制約もあり、困難に直面

【分析上の困難の例】 （※2019年3月現在）

 提供元による分析結果が提供さ
れるのが原則で、生のデータの
入手が困難。

 個人の特定を防ぐ観点から、国
別平均・月単位のように大くくり
化された形でしか提供されない。

 全体はビッグデータでも、エリア
を限定すると、該当データが数件
にしかならないことがある。
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Ⅱ．行政評価局調査におけ
るEBPM的アプローチ

主な内容

行政評価局調査の
参考事例

「年金業務運営」

「ワーク・ライフ・バラ
ンス」

12

Ⅱ-１．行政評価局調査の参考事例

• 総務省行政評価局自身が評価専担組織として行う行政
評価局調査においても、その対象となる政策や行政運
営についてロジックを整理し、エビデンスとして政策効果
を定量的に把握しようとするアプローチが採り入れられ
つつある。

テーマ名 公表時期 ポイント

年⾦業務の運営に関する
⾏政評価・監視

平成30年12月
国民年金保険料の収納対策と
しての口座振替の有効性を定
量的に分析。

ワーク・ライフ・バランスの
推進に関する政策評価

平成25年６月

指針で定められた16のアウト
カム目標について、ロジック・
モデル、統計分析、事例研究
を組み合わせて政策効果を分
析。

• 今回は参考事例として以下の２テーマを紹介。
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13
結果報告書は総務省ホームページから⼊⼿可能
http://www.soumu.go.jp/main_content/000590974.pdf

事例１：「年⾦業務の運営に関する⾏政評価・監視」（H30）

• 総務省行政評価局において、国民
年金業務を中心として、日本年金機
構の中期計画等に基づく業務運営
を評価するとともに、保険料納付率
の向上等を図る観点から、国民年
金保険料の収納等の業務運営の状
況を調査。

勧 告 先 ：厚生労働省
調査対象：厚生労働省、日本年金機構、市・特別区、業務受託

事業者

• 平成30年12月、調査結果を踏まえ、
厚生労働省に勧告。

Ⅱ-２．【事例１】「年金業務運営」 (1)

14

y = 0.847x + 0.3412
R² = 0.7963

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

平成28年度 現年度納付率
納付率

口座振替実施率

結果報告書は総務省ホームページから⼊⼿可能
http://www.soumu.go.jp/main_content/000590974.pdf

【仮説】 国民年金保険料の収納対策とし
ては、口座振替の推進が有効ではな
いか。

▲ 単回帰分析の結果。他の年金事務所に比べ口座
振替実施率が１％高い事務所は、納付率が0.847％
高いことが理論的に予測される。

①相関分析の結果、２つの率の間に
は、強い正の相関関係があることが
判明。（相関係数＝0.892）

口座振替実施率が現年度納付率に与え
る影響を把握するため、全国の年金事
務所から45事務所を抽出し、調査分析
を実施。

②目的変数に現年度納付率、説明変数
に口座振替実施率を設定した単回帰
分析の結果 ・・・

②目的変数に現年度納付率、説明変数
に口座振替実施率を設定した単回帰
分析の結果、統計的に有意な回帰係
数（0.847）が得られ、口座振替の効
果が高いことが示唆される。

→ 【次頁につづく】

Ⅱ-３．【事例１】「年金業務運営」 (2)
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前頁のとおり、①相関分析及び②回
帰分析の結果、口座振替の実施が現年
度納付率に対してプラスの影響を及ぼ
すことが示唆される。
（ただし、あくまで「相関関係」であり、「因果関係」
が証明されたわけではない。 ）

結果報告書は総務省ホームページから⼊⼿可能
http://www.soumu.go.jp/main_content/000590974.pdf

③そこで、事例分析として、実際にそ
の45年金事務所を一つ一つ丁寧に精
査したところ、その示唆を裏付ける
ような状況が見られた。

したがって、より一層の保険料納付
率の向上を図るためには、口座振替の
利用促進を一層進めていくことが特に
効果的。

【結論】 国民年金保険料の収納
対策としては、口座振替の推進
が有効。

【勧告要旨】

日本年金機構の次期中期目標
で口座振替による保険料納付を
促進する旨を定め、口座振替の
利用促進を図るための取組を強
化すること。
（総務大臣から厚生労働大臣に対して勧告）

Ⅱ-４．【事例１】「年金業務運営」 (3)

事例２：「ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価」（H25）

16

• 総務省行政評価局において、ワー
ク・ライフ・バランス憲章／行動指針
に基づく各種政策について、総体と
してどの程度効果を上げているかな
どの総合的な観点から評価を実施。

勧 告 先 ：内閣府、厚生労働省、文部科学省
調査対象：内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産

業省、国土交通省、都道府県、市区町村、事業者等

• 平成25年６月、調査結果を踏まえ、
関係府省に勧告。

政策評価書は総務省ホームページから⼊⼿可能
http://www.soumu.go.jp/main_content/000233774.pdf

Ⅱ-５．【事例２】「ワーク・ライフ・バランス」 (1)
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政策評価書は総務省ホームページから⼊⼿可能
http://www.soumu.go.jp/main_content/000233774.pdf

調査分析手法の全体像

①ロジック・モデル

行動指針に設定された
政策効果に関する各指
標について、ロジック・
モデル（計16本）を作成
し、政策効果と施策・事
業との因果関係の構造
や外部要因を把握。

【作成したロジック・モデル】
年次有給休暇取得率、在
宅型テレワーカー数、自己
啓発実施労働者割合、第
一子出産前後の女性の継
続就業率、男性の育児休
業取得率 など計16本

②統計分析

各指標に対する国の施
策・事業の影響等を把
握・分析するため、アン
ケート調査（事業所及
び就業者を対象に実
施）の結果等を基に、
統計分析を実施。

③事例研究

関係６府省、都道府県、
市区町村、事業者等を
対象に、施策・事業の実
施状況等を把握するた
め、実地調査を実施。

【実地調査担当出先機関】

 全管区行政評価局
（含・四国支局、沖縄事
務所）

 １２行政評価事務所（青
森、秋田、山形、栃木、
東京、神奈川、新潟、石
川、京都、岡山、熊本、
鹿児島）

区分 調査方法 回答数

事業所
アンケート

郵送調査 1,859

就業者
アンケート

インター
ネット調査

12,000

Ⅱ-６．【事例２】「ワーク・ライフ・バランス」 (2)

18
政策評価書は総務省ホームページから⼊⼿可能
http://www.soumu.go.jp/main_content/000233774.pdf

指標例：自己啓発を実施している労働者の割合 【ロジック・モデル】

インプット ～ アウトプット アウトカム（政策効果）

コンサルタ
ントの研修・
養成

コンサルタントの質・量
の向上

キャリア・コンサル
ティング普及促進
事業（厚労省）

コンサルティ
ングを受ける
労働者の増加

補助金交付
放課後子ども教室
（文科省）

放課後子
ども教室
の増加

放課後子ども
教室にボラン
ティア参加し、
仕事に活かせ
る経験をする労
働者の増加

放課後子ども
教室にボラン
ティアとして参
加する労働者
の増加

社会人等
が学びや
すい学習シ
ステム構築

成長分野等にお
ける中核的専門
人材養成の戦略
的推進（文科省）

学習システムを導入す
る専修学校の増加

専修学校で学
習システムを
利用できる社
会人等増加

自
己
啓
発
実
施
労
働
者
割
合
の
上
昇

【外部要因】
個人の意識、勤務先の業種、景気・経済の影響、学習環境、企業側の意識・取組、企業規模、学
歴、職場の雰囲気、所定外労働時間数、年収 など

Ⅱ-７．【事例２】「ワーク・ライフ・バランス」 (3)
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目的
変数

説明変数 回帰係数
統計的
有意性

自
己
啓
発
を
実
施
し
て
い
る
か
否
か
（
質
的
変
数
）

キャリア・コンサルティ
ング経験の有無

年齢

男性

年収

正社員

１ヶ月当たり所定外労
働時間数

大都市在住

勤務先に自己啓発休
暇or自己啓発受講料
補助制度がある

「統計的有意性」欄は、「*」の数が多いほど統計的有意性が高いことを表す。
「***」： 0.1％有意、「**」： 1％有意、「*」： 5％有意。

説明変数 回帰係数
統計的
有意性

0.23663 ＊＊＊

0.03892

0.05144 ＊

0.05330 ＊

0.08013 ＊＊

0.03568

-0.01770

0.42709 ＊＊＊

19
政策評価書は総務省ホームページから⼊⼿可能
http://www.soumu.go.jp/main_content/000233774.pdf

指標例：自己啓発を実施している労働者の割合 【統計分析】

 ロジスティック回帰分析の結
果、就業者個人がキャリア・
コンサルティングを受ける
と、自己啓発を実施する可
能性が高まることが示唆さ
れる。（∵統計的に有意な正の回
帰係数。ただし、あくまで「相関関
係」であり、「因果関係」ではない。）

 その他、就業者アンケート
の結果を分析し、自己啓発
の実施に対するキャリア・コ
ンサルティングの有効性を
認定。

Ⅱ-８．【事例２】「ワーク・ライフ・バランス」 (4)

20

Ⅲ．まとめ
◎政府全体で、エビデンスに基づく政
策立案（EBPM）の取組が進んでいる。

◎総務省行政評価局は、政策評価制
度の制度官庁の立場からEBPMを推
進。今後はEBPM的アプローチの実
例の創出・共有・蓄積が重要。

◎行政評価局では、各府省との実証的
共同研究や行政評価局調査の中で
の実践等を通じ、EBPM的要素の政
策評価制度への取り込みを推進中。
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【パネリスト】

の が み とも ゆき

野上 智行
(国立大学法人等監事協議会会長、

国立大学法人広島大学監事)

経 歴
昭和５３年１２月 広島大学大学院教育学研究科博士課程後期

単位修得退学
平成 ４年１０月 神戸大学発達科学部教授

１０年１０月 神戸大学発達科学部長
１２年１０月 神戸大学大学院総合人間科学研究科長
１３年 ２月 神戸大学長
１６年 ４月 国立大学法人神戸大学長
２１年 ４月 英国ロンドン大学 Institute of Education

客員教授
２１年 ６月 社団法人国立大学協会 専務理事
２４年 ４月 独立行政法人大学評価・学位授与機構長
２８年 ４月 国立大学法人広島大学 監事
３０年 ９月 国立大学法人等監事協議会 会長

現在に至る
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国立大学法人における
EBPMのプロセスに着目した監事監査

ー国立大学法人広島大学監事の場合ー

国立大学法人等監事協議会会長
広島大学監事
野 上 智 行

令和元年8月23日
第31回公会計監査機関意見交換会議
日本消防会館（ニッショーホール）にて

2019/8/23 第31回公会計監査機関意見交換会議 広島大学監事 野上智行 0

2019/8/23 第31回公会計監査機関意見交換会議 広島大学監事 野上智行 1

国立大学法人法における監事の役割と権限 2

EBPMの視点から見た監事の関心事項 4

国立大学法人のガバナンス構造と監事の役割 3

監事として監査を行う際に、特に意識している「我が国の高等教育研究戦略フレーム」 ６

大学のEBPMに影響を与える “Reputation” 、 監事としての課題は 7

EBPMプロセスチェック時の指標の一つ：「各種の公的データの位置付けは？」 8

EBPMプロセスで、特に注視しているのは、「構成員の理解と協働を導く手順の健全性」 9

監事監査の最大の関心事項 10

内 容

国立大学法人おける監事の役割

EBPMの視点から、国立大学法人監事として特に意識している事項

EBPMプロセス ＝ 国立大学法人監事としての最大関心事項

内部監査部門「監査室」との連携を確実にし、監査室の指摘事項への対応プロセスを注視 5
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2019/8/23 第31回公会計監査機関意見交換会議 広島大学監事 野上智行 2

第十一条（役員の職務及び権限）
４ 監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で
定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
５ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、
又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
６ 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び
届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出し
ようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
７ 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人（国立大学法人
がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。）に対して事業の報告
を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
８ 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
９ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見
を提出することができる。
（学長等への報告義務）
第十一条の二 監事は、役員（監事を除く。）が不正の行為をし、若しくは当該行為をするお
それがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事
実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しな
ければならない。

国立大学法人法

国立大学法人法における監事の役割と権限

※ 学長、及び監事の任命は、法人の申し出に基づき、文部科学大臣が行う。

役員会

学長選考会議
学外者委員
同数

学内者委員
同数

監事 監事

理
事

理
事

理
事

選考

（※）

学長が議長として主宰 学長が議長として主宰

文部科学省総務省：
政策評価・独立行政法人評価委員会

公表

国立大学法人評価委員会

・毎年度の実績報告
・4年目の中間評価
・6年目の最終評価

-中期目標期間中 -

学長

独立行政法人

大学改革支援・学位授与機構

教育、研究等の評価ガバナンスの評価

ー機能強化ー
・年度毎の評価に基づき、

第３期中期目標期間におけ
る国立大学法人運営費交付
金の重点支援
（①、②、③）
・各年度毎に決定される。

国立大学の運営
費交付金に関す
る検討会

（有識者検討会）

４段階評価
a 評点
b 評点
c 評点
d 評点

外部監査

監査室

国立大学法人のガバナンス構造と監事の役割

3

（※）

過半数の学外者

監査法人による

教育研究評議会経営協議会

（※）

２名

（本図は、文部科学省資料を基にして、野上が作成）
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監事監査は、Evidence Based 
が基本である。
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EBPM成立の前提となる
大学のIR (Institutional Research) 機能の健全性

2019/8/23 第31回公会計監査機関意見交換会議 広島大学監事 野上智行 4

監事として、
大学のEBPM(Evidence Based Policy Making) をどう見るか？

監事としての関心事項

大学経営陣の意思決定におけるEBPMプロセスの健全性

EBPMの視点から見た監事の関心事項

※ 学長、及び監事の任命は、法人の申し出に基づき、文部科学大臣が行う。

役員会

学長選考会議
学外者委員
同数

学内者委員
同数

監事 監事

理
事

理
事

理
事

選考

（※）

学長が議長として主宰 学長が議長として主宰

文部科学省
総務省：

政策評価・独立行政法人評価委員会 公表

国立大学法人評価委員会

・毎年度の実績報告
・4年目の中間評価
・6年目の最終評価

-中期目標期間中 -

学長

独立行政法人

大学改革支援・学位授与機構

教育、研究等の評価ガバナンスの評価

ー機能強化ー
・年度毎の評価に基づき、

第３期中期目標期間におけ
る国立大学法人運営費交付
金の重点支援
（①、②、③）
・各年度毎に決定される。

国立大学の運営
費交付金に関す
る検討会

（有識者検討会）

４段階評価
a 評点
b 評点
c 評点
d 評点

外部監査 監査室

内部監査部門「監査室」との連携を確実にし、監査室の指摘事項への対応プロセスを注視

5

（※）

過半数の学外者

監査法人による

教育研究評議会経営協議会

（※）

２名
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監事監査は、Evidence Based 
が基本である。
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内閣府
総合科学技術・イノベーション会議

経済財政諮問会議

健康・医療戦略推進本部

持続可能な開発目標（SDGs）推進本部

知的財産戦略本部

総合海洋政策本部

宇宙開発戦略本部

I T 総合戦略本部

日本経済再生本部（未来投資会議）

まち・ひと・しごと創生本部

内閣官房

・科学技術・学術政策局
・研究振興局
・研究開発局

・高等教育局

経済産業省

厚生労働省

農林水産省

財務省

法務省

外務省

国土交通省

環境省

防衛省

文部科学省

総務省

国立大学法人
大学共同利用機関法人

独立行政法人（ファンデイング機関）
日本学術振興会（JSPS)

独立行政法人（高等教育質保証機関）
大学改革支援・学位授与機構（NIAD-QE)

国立研究開発法人（ファンデイング機関）
・科学技術振興機構（JST)
・新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
・日本医療研究開発機構（AMED)

文部科学省

監事として監査を行う際に、特に意識している「我が国の高等教育研究戦略フレーム」

本図は、国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター、研究開発の俯瞰報告書「主要国の研究開発戦略（2019年）」の図表I-1「日本の科学技術関連組織図」を参考にして、野上智行が作成

2019/8/23 第31回公会計監査機関意見交換会議 広島大学監事 野上智行 6

内閣法制局

人事院

内閣総理大臣

会計検査院

独立行政法人（貸与奨学金事業等）
日本学生支援機構（JASS0）

大学のEBPMに影響を与える “Reputation” 、 監事としての課題は？

Scopus-Elsevier

Springer

ScienceDirect-Elsevier

John Wiley & Sons

国際ランキング
THE World University Ranking

国際ランキング
QS Top Universities

マスコミ、民間の各種調査機関による評価

その他の外部評価で
描かれた大学像

2019/8/23 第31回公会計監査機関意見交換会議 広島大学監事 野上智行 7

“Reputation”

国立大学法人
⚪ ⚪ 大学

文部科学省国立大学法人評価委員会による
国立大学法人としての法人評価

大学改革支援・学位授与機構等の
文部科学省が認めた認証評価機関による

大学としての認証評価

上記評価は
Evidence Based
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東広島市への転入者割合 2018

広島市への転入者割合 2018

広島県内から
広島市に移住

広島県内から
東広島市に移住

その他

その他

総務省による平成30年住民基本台帳人口・世帯数、平成29年人口動態（都道府県別）から野上智行が作成

広島大学HPより,Hiroshima-u.ac.jp

2019/8/23 第31回公会計監査機関意見交換会議 広島大学監事 野上智行 8

e-Stat

EBPMプロセスチェック時の指標の一つ：「各種の公的データの位置付けは？」

2019/8/23 第31回公会計監査機関意見交換会議 広島大学監事 野上智行 9

教育へのコミット状況

研究の成果

社会貢献の状況

診療へのコミット状況

学内マネジメントへのコミット状況

戦略的配置
数
値
化

目標管理

広島大学の挑戦

EBPMプロセスで、特に注視しているのは、「構成員の理解と協働を導く手順の健全性」
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local

“Evidenceに基づいた
Communication Process”

監事監査の最大の関心事項

internal

international

political
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【パネリスト】

やま した じ ろ う

山下 二郎
(大阪市行政委員会 事務局長)

経 歴
昭和５６年 ３月 中央大学法学部 卒業

５６年 ４月 AＩＵ保険会社(現 ＡＩＧ損害保険(株))
入社

平成１３年 ７月 ＡＩＧスター生命保険(株)監査部長
２１年 ６月 ＡＩＧジャパン・ホールディングス(株)

執行役員(内部監査担当)
２３年 ９月 富士火災海上保険(株)監査役
２７年 ４月 大阪府監査委員事務局長
３０年 ４月 大阪市行政委員会事務局長

現在に至る
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データの利活用による検査・監査・評価の改善

～大阪市行政委員会事務局の取組み～

令和元年8月23日（金）

第31回公会計監査機関意見交換会議

大阪市 行政委員会事務局長 山 下 二 郎

2

目 次

Ⅰ 大阪市のご紹介

Ⅱ 大阪市行政委員会事務局の取組み

・監査プロセス

・監査におけるデータ利活用の現況

Ⅲ 今後の展望

・データ分析の進化（民間監査の例）

・監査技法の変化の時代に必要とされるスキル
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Ⅰ 大阪市のご紹介

■ 大阪市の概要

人口（31.4.1現在 推計） 予算規模（31当初） 職員数（30.4.1現在） 市制施行

2,728,981人
一般会計 1兆8,353億円
特別会計 1兆7,375億円

35,506人（平均年齢43.2歳） 明治22年（1889年）4月1日

■ 大阪市監査委員監査の体制（平成3１年４月１日現在）

監査委員 事務局 担当（課長以下） 監査資格保有者

代表監査委員（識見：元企業経営者）
監査委員（識見：弁護士）
監査委員（議選）
監査委員（議選）

計 ４名

局長 １名
監査部長 １名
課長 ４名
課長代理 ７名
係長 14名
係員 ４名

計 3１名

一般会計担当 １１名
企業会計・特別監査担当 ８名
技術監査担当 ６名
内部統制監査担当 ３名
ICT監査担当 １名

計 29名

◆任期付職員（５名）
公認内部監査人 ４名
公認情報システム監査人 ３名
公認会計士 １名
公認不正検査士 ２名
※人数は複数資格保有を含む。

監査委員

行政委員会事務局 監査部

（監査委員事務局）

包括外部監査人

（特定の事件の監査）

個別外部監査人

（請求による監査委員監査に代えた監査）

大阪市における監査体制

■ 組織及び監査体制

4

都 市 交 通 局

市 長 副 首 都 推 進 局

市 政 改 革 室

副 市 長 （３） 人 事 室

Ｉ Ｃ Ｔ 戦 略 室

財 政 局

区 役 所

Ｉ Ｒ 推 進 局

＜執行機関＞

（24）

政 策 企 画 室

危 機 管 理 監

経 済 戦 略 局

市 民 局

契 約 管 財 局

会 計 管 理 者 会 計 室

都 市 計 画 局

福 祉 局

健 康 局

こ ど も 青 少 年 局

消 防 局

水 道 局

環 境 局

都 市 整 備 局

建 設 局

港 湾 局

総 務 局

人 事 委 員 会

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会

教 育 委 員 会 教 育 委 員 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会

区 選 挙 管 理 委 員 会 （24）

監 査 委 員 行 政 委 員 会 事 務 局
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5

Ⅱ 大阪市行政委員会事務局の取組み

監査プロセス

監
査
委
員
復
命

実
査

★
課
題
事
項
確
認

課
長
ヒ
ア
リ
ン
グ

中
間
報
告

★
監
査
調
書
用
の
簿
冊
の
準
備

★
実
施
通
知
・
資
料
要
求

予
備
調
査

個
別
監
査
計
画
決
定

重
要
リ
ス
ク
・
着
眼
点
の
課
内
検
討

★
要
求
資
料
の
選
定

★
個
別
監
査
計
画
案
（

着
眼
点
案
）

の
作
成

★
着
眼
点
レ
ク

★
市
長
・
副
市
長
等
ヒ
ア
リ
ン
グ

★
年
度
計
画
説
明

フォローアップ年度計画段階 個別計画段階 実地監査 結果報告・公表

市
会
報
告
・
公
報
掲
載

年
間
・
中
期
監
査
計
画
決
定

★
リ
ス
ク
評
価

監
査
委
員
講
評

★
監
査
調
書
最
終
編
綴

市
会
報
告
・
公
報
掲
載

措
置
状
況
報
告

★
監
査
報
告
書
案
の
作
成

6

Ⅱ 大阪市行政委員会事務局の取組み

監査におけるデータ利活用の現況

目的 分析内容 使用データ（例）

事業規模；予算・決算データ

発生頻度；リスク顕在化統計

財務会計システムデータ

各種公開統計データ
グラフ機能

ピボットテーブル,
VLOOKUP関数機能

年度計画段階 リスク評価

監査プロセス

ヒートマップ

データ利活用
Excel機能

表計算機能

個別計画段階

実地監査段階 異常値の検出 相関分析 被監査部署からの提供データ

業務概要の把握 トレンド分析
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Ⅱ 大阪市行政委員会事務局の取組み

年度計画段階【リスク評価】

部局等からのリスク認識を基にリスク評価
した結果をヒートマップで可視化

年度計画段階 個別計画段階

リスク

洗出し

固有リスク評価

「発生可能性」
×

「影響度」

を基にリスク評価

リスク評価基準

ヒートマップ

固有リスク

評価原表

リスク評価

基準設定

監査対象部局、

監査対象リスク

選定

監査対象毎

内部統制評価

監査対象毎

残存リスク評価

リスク許容度

確認

残存リスク

評価表

監査手続の設計

（重要な固有リスク）

自己点検項目

検討 自己点検

チェックリスト

（重要でない固有リスク）

8

Ⅱ 大阪市行政委員会事務局の取組み

個別計画段階【業務概要の把握】
時系列データをエクセルのグラフ機能を使い
可視化することにより、傾向（トレンド）や
被監査部署ごとの特徴を捉えることができる。

上図は地域活動協議会中間支援組織への委託費に係る
決算額の経年変化を把握、右図は区役所毎の区の人口
と区役所職員数を比較している。
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Ⅱ 大阪市行政委員会事務局の取組み

実地監査段階【異常値の検出】

土地賃貸のデータベースから、貸付契約期間の
基準値（堅固建物30年、非堅固建物20 年）が確
認でき、不適切事務等の兆候が捉えられる。

土地賃貸のデータベースから、賃料と地積
の相関関係を分析するとトレンドからの乖
離が可視化される。

10

Ⅲ 今後の展望

■データ分析の進化（民間監査の例）

コンピュータ支援監査技法
（CAAT：Computer Assisted Audit Techniques）

データ分析（DA：Data Analytics）

人工知能（AI：Artificial Intelligence）
ロボットによる業務自動化（RPA：Robotics Process Automation）

・大容量データを簡便かつ高速
に処理する機能へ進化

・近時、民間では監査現場で
DAツールの採用が進展して
いる。

・監査領域での次の新技術として注
目されている。

・監査業務の自動化、継続的監査、
ビッグデータ活用による高度な
データ分析が期待されている。
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Ⅲ 今後の展望

（出典）CBOK（内部監査の共通知識体系）調査2015年版調査 内部監査人協会（IIA）を基に一部を抜粋した。

■ テクノロジーツールの利用の増加 ■ データマイニング・データ分析の利用目的

%

12

Ⅲ 今後の展望

■ 監査技法の変化の時代に必要とされるスキル

（出典）EBPMの実現に向けた人材育成方針（素案）大阪市ICT戦略室

データ
サイエンス力

データエン
ジニアリン
グ力

ビジネス
（業務）力

データサイエンスを意味ある
形で使えるようにし、実装・
運用できるようにする力

情報処理、人工知能、統
計学などの情報科学系の
知恵を理解し、使う力

+
サイエンス力・エンジニアリング力の一部

業務データの管理・把握や分析の基礎知識等
※ やりたいことと必要なデータを紐づける
※ 限られたデータを元にした分析を行う

課題背景を理解した上で、事業の課
題を定量的に整理し解決する力

注力する範囲
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（参考）大阪市におけるEBPMの推進

■動向・課題

■ EBPM推進目的

・国で政府方針・EBPM推進委員会等を定めEBPMを推進
・各地方自治体でEBPMを推進

決まった枠組みがなく各地方自治体で検討要

大阪市が抱える課題

・施策判断
・行財政改革徹底
・職員の負荷軽減 等

事業の選択と集中

政策効果の最大化

実施する施策の選択と集中

最小のコスト・資源で最大の効果

（出典）大阪市データ活用推進調査業務委託報告サマリー版 平成31年3月28日 ㈱日立製作所

14

ご清聴ありがとうございました。

ご質問などはメールでご遠慮なく。

ji-yamashita@city.osaka.lg.jp

大阪市行政委員会事務局

山 下 二 郎

注）本説明資料ならびに講演の中で、意見にあたる部分は講演者の個人的見解であり、
大阪市行政委員会事務局としての見解ではないことをご承知おきください。

さいごに
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【パネリスト】

ゆ う き ひで ひこ

結城 秀彦
(日本公認会計士協会

常務理事(監査・保証及びIT担当))

経 歴
昭和６０年 ３月 東京大学文学部國史学科 卒業

６１年１０月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任
監査法人トーマツ)入所

平成 ２年 ４月 公認会計士登録
１３年 ６月 監査法人トーマツ社員
２４年１２月 平成２６年～２９年 公認会計士試験委

員(管理会計論)
２８年 ７月 日本公認会計士協会 理事

令和 元年 ７月 日本公認会計士協会
常務理事(監査・保証及びIT担当)

現在に至る
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The Japanese Institute of 
Certified Public Accountants

データの利活用による監査の高度化に向けて

Copyright © by JICPA. All rights reserved.

日本公認会計士協会
常務理事（監査・保証及びIT担当）

結城 秀彦

令和元年８月23日（金）
第31回公会計監査機関意見交換会議

公認会計士監査～電子データに対する/電子データを利活用した監査の高度化

・単純な抽出

・異常値の抽出

・高度かつ適時な異常値の抽出

・高度な異常値の抽出（重変数）
・高度な異常値分析（分散・回帰・重変数）
・エビデンスに基づく予測値の算定

・高度な異常値の抽出（重変数）
・高度な異常値分析（分散・回帰・重変数）
・エビデンスに基づく高度な予測値の算定

継続的監査

AIの活用

1980’s 現在 将来

サンプリング

CAAT（Computer Assisted Audit 
Techniques）

データ・アナリティクス

1
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JICPAにおけるデータ利活用に関する最近の調査研究

2

• IT委員会の公表したＩＴ委員会研究報告第48号「ＩＴを利用した監査の展望～未

来の監査へのアプローチ～」及び同第52号「次世代の監査への展望と課題」他

において、企業の内外のデータの利活用にあたって想定される論点を取り扱っ

ている。

• 本日取り上げる論点は以下の通り。

標準化されたデータの必要性

データの信頼性

効率的なデータ受渡の仕組みとセキュリティリスクへの配慮

継続的監査とデータ連携

学習用データの不足

データの二次活用

日本公認会計士協会（JICPA) IT委員会における調査研究

～“未来の監査へのアプローチ” ～“次世代の監査への展望と課題”

Copyright © by JICPA. All rights reserved.

データの利活用に当たって想定される論点

3

• 分析用ツールにデータを読み込ませるに当たっては、データ標準化の必要が

ある。

• 特に我が国は、諸外国と比較して、データの標準化に関する取組が遅れてい

ると言われている。

• 現在、国際標準化機構（ISO）において、ISO/PC295 Audit Data Collection専門

委員会が設置され、外部監査、内部監査、政府機関等監査等のために、監査

人が被監査会社等から会計データを入手する際の出力フォーマットの標準化

（異なる会計ソフトであっても同じ形式で外部出力ができるように出力仕様の標

準化を行うこと）の検討がなされている。

＜参考情報＞

木村章展「ISO/PC295 Audit Data Collectionにおける検討状況について」会計・監査ジャーナ

ル2016年11月号、2019年７月号

標準化されたデータの必要性

例えば、「2019年６月11日」という日付情報の表現の仕方には「2019/06/11」、
「2019/6/11」といった様々なものが考えられるが、収集したデータの分析を実
施するに当たっては、こうしたデータのクレンジングを行う必要がある。
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データの利活用に当たって想定される論点

4

• 分析用ツールにデータを読み込ませ、具体的な根拠（エビデンス）に基づく予測

や異常値分析を行うに当たっては、基礎となるデータの信頼性が確保されてい

る必要がある。

• オープンデータには、国税庁「社会保障・税番号制度 法人番号公表サイト」、

経済産業省「法人インフォーメーション」等公認会計士業務に活用できるものが

存在する一方、分析結果の信頼性を担保するには、データ自体の信頼性を考

慮することが必要となる。

• 情報の信頼性の確保のため、外部の第三者（公認会計士等）又は内部の専門

職（内部監査等）による保証業務の提供が期待される。

＜参考情報＞

ＩＴ委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」

IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」

データの信頼性

Copyright © by JICPA. All rights reserved.

データの利活用に当たって想定される論点

5

• 有効な検査・監査・評価を実現するためには、オープンデータの利用のみなら

ず、事業体内部のデータをクローズドな環境で利用することが有用と考えられ

る。

• データ受渡しを効率的に行う上で、共用データ・リポジトリの活用等の仕組みの

利用が考えられるが、セキュリティリスクに十分に配慮することが必要となる。

効率的なデータ受渡の仕組みとセキュリティリスクへの配慮

＜参考情報＞
ＩＴ委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と
課題」

事業体

データ

セキュリティリスクに配慮
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データの利活用に当たって想定される論点

6

• 将来的な監査手法の一つとして、継続的監査（Continuous Auditing）という手法

が考えられる。この手法を実現するための前提として、API等によるデータ連携

が求められる。

• 継続的監査は、被監査会社のシステムからデータを抽出し、監査人の用意した

サーバ上に分析機能等を組み込むこと（被監査会社のシステムに直接分析機

能を組み込むこともある。）によって、常時監査を実現するものである。

＜参考情報＞

ＩＴ委員会研究報告第48号「ＩＴを利用した監査の展望～未来の監査へのアプローチ～」

継続的監査とデータ連携

データの利活用に当たって想定される論点

7

• 不正なデータをAIに学習させるような場面を想定した場合、一般的に「正常な

データ」と「異常なデータ」を同程度集めることが望ましいと言われているが、公

表されており、利用可能な「異常なデータ」の数が多くない場合がある。

＜参考情報＞

ＩＴ委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」

学習用データの不足

Abc
… 

Abc
… 

Abc
… 

Abc
… 

Abc
… 

Abc
… 

Abc
… 

Abc
… 

Abc
… 

実際に利用可能な異常データは少ない

学習

－　47　－



Copyright © by JICPA. All rights reserved.

データの利活用に当たって想定される論点

8

• データ利用を促進するためには、二次活用が認められていることが望ましい。

• 政府が策定した「オープンデータ基本指針」においては、オープンデータの定

義の中に「営利目的、非営利目的を問わず二次活用可能なルールが適用さ

れたもの」が含まれている。

• 事業体内部のデータについては、二次活用の取決めをデータ提供元・関連者

と適切に定めることが必要となる。

＜参考情報＞

ＩＴ委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」

データの二次活用
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【パネリスト】

しの はら よし なお

篠原 栄作
(会計検査院 事務総長官房 総括審議官)

経 歴
昭和６３年 ３月 東京大学経済学部 卒業

６３年 ４月 会計検査院 採用
平成２２年１２月 第３局上席調査官(道路担当)

２４年 ４月 第４局文部科学検査第２課長
２５年 ５月 事務総長官房上席企画調査官
２７年 ４月 第１局総務検査課長
２８年 ４月 事務総長官房人事課長
３０年 ３月 事務総長官房審議官(第２局担当)

令和 元年 ７月 事務総長官房総括審議官

現在に至る
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データの利活用による検査と

今後の課題

会計検査院

総括審議官 篠原 栄作

1

目 次

会計検査院において

１ （電子）データをどのように入手しているか

２ （電子）データをどのように利活用しているか

３ 今後の課題と展望をどのように考えるか
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１ （電子）データをどのように入手しているか

（１）在庁時における決算確認・書面検査のためのデータ

＜計算書・証拠書類等＞

①決算確認に係るシステムの概要

②決算確認に係るシステムの法的位置付け

（２）実地検査時における検査に必要なデータ

（１）と（２）を組み合わせて検査に利活用

3

（１）①決算確認に係るシステムの概要－１

インターネット

決算確認システム
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4

（１）①決算確認に係るシステムの概要－２

政
府
共
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
）

各府省

人事・給与
関係業務情報
システム

電子調達
システム

旅費等
内部管理業務
共通システム
（旅費等､物品）

国有財産総合
情報管理システム

歳入徴収官
・支出官等

（ＡＤＡＭＳⅡ）

物品管理官

各省各庁
の長等

決算確認
システム

会計検査院

5

（１）①決算確認に係るシステムの概要－３

決算確認システム
（CEFIANⅡ）

（平成26.4～）

決算確認システム
（物品）

（26.4～）

決算確認システム
（国有財産）

（27.4～）

電子証拠書類等管理システム
（EVANSS）

（29.1～）

国の歳入、歳出、債権、債務の計算書等の受入れ、計算書に対する
計数の確認、決算確認に係る各種報告書等の帳票の作成処理

物品管理計算書に対する計数の確認、決算確認に係る各種報告書等
の帳票の作成処理

国有財産増減及び現在額計算書の受入れ、計算書に対する計数の
確認、決算確認に係る各種報告書等の帳票の作成処理

旅費等内部管理業務共通システム等により作成された電子証拠書類
等の受入れ、管理、閲覧、出力
電子証拠書類等から分析用データの抽出
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（１）②決算確認に係るシステムの法的位置付け－１

●会計検査院法（昭和22年4月19日法律第73号）

第二十四条 会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める
計算証明の規程により、常時に、計算書（当該計算書に記載すべき事項
を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機
による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるもの
をいう。次項において同じ。）を含む。以下同じ。）及び証拠書類（当該証
拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）を、
会計検査院に提出しなければならない。

7

（１）②決算確認に係るシステムの法的位置付け－２

●計算証明規則（昭和27年6月7日会計検査院規則第3号）

第一条の四 会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、次の各号のい
ずれかの記録媒体に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。

（略）

２ 電磁的記録には、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項を記録しなければな
らない。

３ 会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表
するものとする。

第八十七条 電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、計算
証明書類に記載すべき事項に係る情報（以下「計算証明情報」という。）を証明責任者の使用に係る電子計算
機（入出力装置を含む。以下同じ。）から入力し、送信しなければならない。

２ 会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表
するものとする。

会計検査院の定める基準＝「計算証明の電子化に関する基準」→ＨＰ公表
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２ （電子）データをどのように利活用しているか
（１）検査体制及び決算確認システム・監査支援ツールの整備状況

（２）検査事例の紹介

①大量のデータについて監査支援ツール（CAATs）を用いて集計・分析した事例

（ⅰ）都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理について

(平成21年度決算検査報告)

（ⅱ）東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況

（平成25年・27年・30年 検査要請事項に関する報告）

②システムに係る事業を対象として検査を行った事例

ＮＤBシステム（厚生労働省）におけるデータの不突合の状況 （平成26年度決算検査報告）

（３）ＥＢＰＭについて

（４）検査事例の紹介

客観的な事実認定により、政策形成の前提となる費用対効果分析の算定誤りを明らかにした事例

農業、畜産分野における費用対効果分析 （平成25年度決算検査報告）

9

（１）検査体制及び決算確認システム・監査支援ツールの整備状況－１
＜検査体制＞

昭和59年 官房に情報システム部門である上席情報処理調査官を設置

平成17年 会計検査院法改正により、国の契約の相手方である情報シス

テムの開発業者等にまで検査権限が拡大

21年 組織改編においてＩＴに係る横断検査を担当する情報通信検査

課を設置

23年 技術参事官(情報技術担当）を設置
28年 情報システムの運用管理とサイバーセキュリティを所掌するサ

イバーセキュリティ・情報化参事官

（29年からサイバーセキュリティ・情報化審議官）を設置
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（１）検査体制及び決算確認システム・監査支援ツールの整備状況－２
＜決算確認システム・監査支援ツール＞

昭和60年 決算確認システム（歳入・歳出）の運用を開始

同年 租税関係のデータ集計分析にPCを活用

61年 労働保険関係のデータ処理にPCと汎用コンピュータを

連携させて活用

平成3年～22年 決算確認システムの運用を随時開始

22年 監査支援ツールの導入、運用を開始

11

（２）①大量のデータについて監査支援ツールを用いて集計・分析した事例

（ⅰ）都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理について－１

監査支援ツール利活用の契機

☆国庫補助事務費の検査の特徴・特殊性☆

① 検査対象件数が膨大である

（1受検庁の年間取引件数・・・数万件程度）

② どの受検庁もほぼ共通のシステムで予算執行を管理

（全受検庁ともデータを加工せず取り出すことが可能）

③ データ分析の過程を詳細に記録する必要性

（継続的に各自治体に対する検査を実施）
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（ⅰ）都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理について－２

監査支援ツールの利活用

インポート機能

各県の需用費データ
を取り込む

データをクロス集計する機能等

支払時期ごとの支払額を分析するなど
して異常値等を検出

重複するデータを検出する機能等

特定業者との不自然な契約等を発見

検査の
箇所選定 会

計
実
地
検
査検査項目

の検討

13

（ⅰ）都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理について－３＜クロス集計＞

某県某事務所における業者との取引額一覧 （単位・万円）

債権者名／取引額 2003 2004 2005 2006 2007 2008 合計

（有）Ａ商会 860 900 1900 840 800 900 6200 

（株）〇〇 190 180 540,601 270 250 100 1500
その他取引業者 約340
社の計 （以下略）

合計 2900 2800 5500 3200 3200 2500 19500 

(有)Ａ商会との取引額一覧

所属／取引額 2003 2004 2005 2006 2007 2008 合計

Ｂ支所 220 120 740 220 210 310 1820 

Ｃ支所 370 540 1020 260 360 250 2800 

その他支所の計 270 240 140 360 230 340 1580 

合計 860 900 1900 840 800 900 6200 

注目ポイント！！
(有)Ａ商会との取引
①６箇年合計 ６２００万余円
（取引額第２位（株〇〇）の４倍以上）
②２００５年度 １９００万余円
（他の年度の約２倍） 某県某事務所管内における

Ｂ支所とＡ商会との2005年度取引額・・・ ７４０万余円
Ｃ支所とＡ商会との2005年度取引額・・・１０２０万余円
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（ⅱ）東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況－１
(概要）

・23年9月、原子力損害賠償支援機構法に基づき、原子力損害賠償支援機構（以下「機構」）が設立
・各原子力事業者（電力会社等）からの負担金の収納及び東京電力に対する資金援助（損害賠償の履行に
充てるための資金交付、株式の引受けなど）を実施

・国から交付国債の償還を受けた額の合計額に至るまで、損益計算における残余の額（利益）を国庫納付

参議院からの検査要請 (H24.8.27)

(1)検査の対象
内閣府、文部科学省、経済産業省、機構、東京電力株式会社等

(2)検査の内容
①原子力損害の賠償に関する国の支援等の状況
②機構による資金援助業務の実施状況等
③東京電力株式会社による原子力損害の賠償その他の特別事業計画の履行状況等

東京電力が支払った「個人」に係る賠償金の支払（約191万件、5980億余円 ）について検査

会計検査院法の規定により検査を実施して
その結果を報告することを決定

15

（ⅱ）東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況－２

監査支援ツールの利活用

インポート機能

•賠償請求に係る
データを登録

•賠償請求に係る
データを登録

重複するデータを検出
する機能等

•請求者名、損害項
目区分等が同一の
請求者に係る支払
を抽出

•請求者名、損害項
目区分等が同一の
請求者に係る支払
を抽出

東京電力による個人に
係る賠償金について、
以下の重複払が見受け
られた。
○25年報告

9件、計533万余円
○27年報告

4件、計109万余円
○30年報告

2件、計 65万余円
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（２）②システムに係る事業を対象として検査を行った事例

ＮＤＢシステム（厚生労働省）におけるデータの不突合の状況－１

※ＮＤＢシステム…レセプト情報・特定健診等情報データベースシステム
これまで27億9734万円を投じて構築・運用している

ＮＤＢシステムについて検査

「医療費適正化の基本方針」を踏まえ、レセプトと特定健診の
データを突合するなどして特定健診等の生活習慣病予防対策が医療費適正化に及ぼす
効果を分析するために構築されたシステム

ＮＤＢシステム

ＮＤＢシステムにおいて、多数の保険者のデータが
突合できない状況
このまま推移すれば、生活習慣病予防対策が医療費
適正化に及ぼす効果の適切な評価は困難

厚生労働省に
収集・保存されているデータを十分に活用した適切
な評価を行うことができるようにするために、
システムの改修等を行うなどの措置を講ずるよう
意見表示

被保険者の個人情報の入力形式等が異なるなどしている
場合であっても突合できるように匿名化・提供システム
の改修
医療費適正化計画の作成、実施及び評価にＮＤＢ
を活用

医療費適正化に向けた取組に貢献
突合できたのは、24年度2465万件のうち614万件（24.9％）

特に、全国健康保険協会分は0％

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 0 1 2 3 4 5 6 7

１ ２ ３ ４ ５ 0 1 2 3 4 5

生年月日 生年月日

男女区分 男女区分

氏名 氏名

ID① ID①

ID② ID②70a6fcc97d･･･

7613197d33･･･
ハッシュ値生成

cd512f09de･･･

2
（女）

コウセイハナコ

ハッシュ値生成
b90dc5b54e・・・

19590428
（西暦）
2
（女）

厚生花子

保険者番号
（半角）

被保険者証等記号
（半角）

被保険者証等番号
（半角）

19590428
（西暦）

保険者番号

被保険者証等記号

被保険者証等番号

（半角）

（全角）

（全角）

レセプトデータ 特定健診データ

医療機関等
が入力

健診等実施機関が
入力

匿名化 匿名化

不突合

入力形式や
置換処理の
相違

17

ＮＤＢシステム（厚生労働省）におけるデータの不突合の状況－２

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 0 1 2 3 4 5 6 7

１ ２ ３ ４ ５ 0 1 2 3 4 5

生年月日 生年月日

男女区分 男女区分

氏名 氏名

ID① ID①

ID② ID②

19590428
（西暦）

70a6fcc97d･･･

7613197d33･･･
ハッシュ値生成

cd512f09de･･･

2
（女）

コウセイハナコ

ハッシュ値生成
b90dc5b54e・・・

19590428
（西暦）
2
（女）

厚生花子

保険者番号

被保険者証等記号

被保険者証等番号

保険者番号

被保険者証等記号

被保険者証等番号

レセプトデータ

医療機関等
が入力

不突合

匿名化

健診等実施機関
が入力

特定健診データ

全角と半角
左詰めと右詰め

全角

漢字とカナ

匿名化

半角

データの形式等の統一・標準化が重要
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（３）EBPMについて

証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）とは、（１）政策目的を明確
化させ、（２）その目的のため本当に効果が上がる行政手段
は何かなど、「政策の基本的な枠組み」を証拠に基づいて明
確にするための取組

（平成30年1月 内閣官房行政改革推進本部事務局資料）

会計検査院は、検査によって、政府による政策形成の前提となる
データ等が根拠として妥当かどうか、客観的事実と専門的判断
によって事実認定を行っている。

19

客観的な事実認定により、政策形成の前提となる費用対効果分析の算定誤りを
明らかにした事例

農業、畜産分野における費用対効果分析

費用対効果分析が適切に実施されていなかった。

費用対効果分析における総事業費の範囲を明示することなどについて周知徹底 予算の効果的な執行に貢献

農林水産大臣に対して、費用対効果分析が適切
に実施されるよう改善の処置を要求

120事業で投資効率の算定を誤っていた。
このうち39事業は、投資効率が1を下回り、
本来は事業採択されないものであった。

検査の結果 国の補助等を受けて実施した245事業を検査
（事業費304億円、国庫補助金等135億円）

このほか、成果目標の達成率が
低調となっている事態があった。

投資効率 = 効果

費用（総事業費）

※ 投資効率が1.0以上で事業採択

費用対効果分析とは

客観的な
事実認定

農山漁村6次産業化対策事業
農業・食品産業強化対策整備交付金事業
畜産業振興事業 等

・効果の算定時に減価償却費を加算した営業利益を用いていた。

・費用に自己資金等により導入した建物等を含めていなかった。
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３ 今後の課題と展望をどのように考えるか

・受検庁における更なるデータ化、ビッグデータ、ＡＩ化への対応

・実地検査におけるＩＴ機器の利活用

○いずれも、セキュリティの確保が必要

○一番重要なのは、人材育成・研修

21

受検庁における更なるデータ化、ビッグデータ、ＡＩ化への対応

実地検査におけるＩＴ機器の利活用

受検庁において、政策決定や事業実施にビッグデータを活用する可能性が想定

ビッグデータを活用した事務事業等に対して会計検査院がどのような検証を行っ

ていくか（データの質、収集方法、分析方法等は適切か、など）、その手法につい

て研究する必要

ＡＩが受検庁の政策決定や事業実施に活用されていく可能性も想定されることか

ら、ＡＩを活用した事務事業等に対して会計検査院がどのような検証を行っていく

か（ＡＩのブラックボックス化が課題）、その手法について研究する必要

現在も実地検査の際に調査官が職員用端末を使用して現場と本院の間の連絡

や収集したデータの整理・分析等に活用

今後、ＩＴ機器の小型化・高性能化・高機能化・省電力化等が更に進むことが見込

まれることから、実地検査での活用範囲が更に広がると想定
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セキュリティの確保

人材育成・研修

個人情報、情報漏えいに留意したアクセス制御、データの取扱い、データの保管、
環境の整備が不可欠

全職員を対象とする職員研修（職員の経験年数等に応じたＩＴや統計的手法に関す
る研修）のほか、対象人数を絞って行う情報技術（ＩＴ）検査スキルアップ研修（ＩＴ環
境の調達・管理等に関する研修）がある。
また、平成26年に定めた「ＩＴ検査人材育成・活用戦略」において、ＩＴ関係業務の経
験を持つ職員の採用（システム関係ポストの公募）、計画的な人事配置、ＩＴ関連企
業等への出向、情報技術（ＩＴ）専門機関への派遣教育の拡充等の施策を定め、そ
の実現に取り組んでいる。

次ページへ

会計検査院はセキュリティポリシーの策定、遵守、データのバックアップ
などの体制を整備

23

情報技術（ＩＴ）検査スキルアップ研修とは

【目標】

・ IT検査の実績を上げること

・ IT検査のスキルや検査手法を向上させること など

【活動内容】

・ 合宿や企業見学を含む集合研修

・ 外部専門家との意見交換（コンサルタント、ソフトウェア開発者、大学教授等）

・ 学会での発表（経営情報学会、情報セキュリティマネジメント学会等） など

【活動実績】

・ ＩＴに関する研修の企画・立案等→特別調書の作成の実習を行うなど、研修内容を見直し

・ 外部の研究会等に参加

・ 会計検査機関の国際組織におけるＩＴ検査ワーキンググループ等への出席 など

全体の職員研修の枠外で、
専門知識を有する職員を
核にして出発
研修員は本人の自発的
意思に基づいて選定
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【司 会】

か わ べ け い た

川邉 桂太
(会計検査院 事務総長官房

能力開発官付公会計監査連携室長)
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